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原   第 ４５ 号 

令和元年１２月２３日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

 

 

 

 

 

志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 

 

 

 

  核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３

の２４第１項の規定により，下記のとおり志賀原子力発電所原子炉施設

保安規定の変更認可を申請いたします。 

 

 

記 

 

 

１．変更の内容 

平成 4 年 10 月 23 日付 4 資庁第 9742 号をもって認可を受け，平成 5 年 7 月 27

日付 5資庁第 8119号，平成 6年 4月 27日付 6資庁第 2910号，平成 8年 3月 5日

付 8資庁第 724号，平成 11年 5月 21日付平成 11・02・26資第 2号，平成 13年 1

月 5 日付平成 12・08・31 資第 11 号，平成 13 年 2月 23 日付平成 13・02・15 原第

3号，平成 13年 3月 30日付平成 13・03・23原第 25号，平成 13年 9月 17日付平

成 13・08・21 原第 1号，平成 13 年 11 月 28 日付平成 13・11・05 原第 4 号，平成

14年 10月 22日付平成 14・09・30原第 4 号，平成 15 年 3 月 6 日付平成 15・02・

05原第 14号，平成 16 年 5月 10日付平成 15・12・19原第 41号，平成 16年 7月 1

日付平成 16・06・22原第 1 号，平成 16 年 9 月 3 日付平成 16・08・04 原第 3 号，

富山市牛島町１５番１号  

北陸電力株式会社  

代表取締役社長  
金井 豊  

社長執行役員  
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平成 17年 2月 24日付平成 17・01・27原第 1号，平成 17年 4月 22日付平成 17・

03・24原第 16号，平成 17年 10月 4日付平成 17・09・09原第 20号，平成 18年 2

月 22日付平成 18・01・31 原第 13 号，平成 18年 6月 26日付平成 18・06・01

原第 8 号，平成 19 年 6 月 27 日付平成 19・06・13 原第 56 号，平成 19 年 12

月 13 日付平成 19・09・28 原第 29 号，平成 19 年 12 月 13 日付平成 19・11・

30 原第 17 号，平成 20年 8月 22日付平成 20・07・11 原第 24 号，平成 20年

12月 12日付平成 20・10・31 原第 15 号，平成 21年 5月 25日付平成 21・04・

27 原第 29 号，平成 22年 2月 3日付平成 21・12・24 原第 5 号，平成 23 年 5

月 6 日付平成 23・04・08 原第 32 号，平成 23 年 5 月 11 日付平成 23・04・

22 原第 13 号，平成 24 年 1 月 23 日付平成 23・12・21 原第 10 号，平成 24

年 6 月 7 日付平成 24・05・17 原第 12 号，平成 24 年 9 月 6 日付 20120802

原第 23 号，平成 25 年 6 月 28 日付原管 B 発第 1306273 号，平成 26 年 1 月

14 日付原管 B 発第 1401141 号，平成 27 年 7 月 30 日付原規規発第 15073010

号，平成 28 年 3 月 24 日付原規規発第 1603244 号及び平成 29 年 7 月 7 日

付原規規発第 1707071 号で変更認可を受けた志賀原子力発電所原子炉施設保安

規定の一部を，別紙の志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表の変更

後欄のとおり変更する。（ただし，下線は含まない。） 

 

２．変更の理由 

（１）組織名称の変更に伴う変更  

組織名称の変更に伴い，以下の条文を変更する。  

・第２条の２（関係法令及び保安規定の遵守）  

・第２条の３（安全文化の醸成）  

・第３条（品質保証計画）  

・第４条（保安に関する組織）  

・第５条（保安に関する職務）  

・第１１９条（記録）  

 

３．施行期日 

本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定める日から

施行する。 

 

以 上  
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変  更  前 変  更  後 備 考 

（関係法令及び保安規定の遵守） 

第 ２ 条 の ２ 

社長は，第２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，関係法令及び保安規定

を遵守することが確実に行われるための方針を定める。また，この方針を年１回以上評価し，

必要により変更する。 

 

２ 原子力本部長は，関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるようにするた

め，「原子力 法令遵守・安全文化醸成活動実施要則」に基づき，次の事項を実施する。 

（１）前項の社長の方針に基づき，発電所長，原子力部長，土木部長，資材部長及び燃料部長

に各部所の関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動計画を年

度毎に策定させ，各部所の活動計画が前項の社長の方針と整合がとられていることを確認

する。 

（２）発電所長，原子力部長，土木部長，資材部長及び燃料部長に関係法令及び保安規定を遵

守することが確実に行われるための活動を実施させ，各部所の活動の評価結果の報告を受

ける。 

（３）原子力運営組織（以下，第３条（品質保証計画）で定める原子力運営組織をいう。）及

び調達組織（以下，第３条（品質保証計画）で定める調達組織をいう。）の活動の評価を

行う。 

（４）前号の評価結果を年１回以上社長に報告し，社長から指示を受ける。 

（５）発電所長，原子力部長，土木部長，資材部長及び燃料部長に，各部所の評価結果，（３）

の評価結果及び前号の社長の指示を（１）の活動計画に反映させる。 

 

３ 発電所長，原子力部長，土木部長，資材部長及び燃料部長は，前項（１）の活動計画を年

度毎に策定し，原子力本部長の確認を受ける。また，この活動計画に基づき活動を実施する

とともに，各部所の活動の評価を行い，評価結果を原子力本部長に報告する。さらに，各部

所の評価結果，前項（３）の評価結果及び前項（４）の社長の指示を前項（１）の活動計画

に反映する。 

（略） 

（関係法令及び保安規定の遵守） 

第 ２ 条 の ２ 

社長は，第２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，関係法令及び保安規定

を遵守することが確実に行われるための方針を定める。また，この方針を年１回以上評価し，

必要により変更する。 

 

２ 原子力本部長は，関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるようにするた

め，「原子力 法令遵守・安全文化醸成活動実施要則」に基づき，次の事項を実施する。 

（１）前項の社長の方針に基づき，発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料

部長に各部所の関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動計画

を年度毎に策定させ，各部所の活動計画が前項の社長の方針と整合がとられていることを

確認する。 

（２）発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料部長に関係法令及び保安規定

を遵守することが確実に行われるための活動を実施させ，各部所の活動の評価結果の報告

を受ける。 

（３）原子力運営組織（以下，第３条（品質保証計画）で定める原子力運営組織をいう。）及

び調達組織（以下，第３条（品質保証計画）で定める調達組織をいう。）の活動の評価を

行う。 

（４）前号の評価結果を年１回以上社長に報告し，社長から指示を受ける。 

（５）発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料部長に，各部所の評価結果，

（３）の評価結果及び前号の社長の指示を（１）の活動計画に反映させる。 

 

３ 発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料部長は，前項（１）の活動計画

を年度毎に策定し，原子力本部長の確認を受ける。また，この活動計画に基づき活動を実施

するとともに，各部所の活動の評価を行い，評価結果を原子力本部長に報告する。さらに，

各部所の評価結果，前項（３）の評価結果及び前項（４）の社長の指示を前項（１）の活動

計画に反映する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織名称の変更

に伴う変更 

（以下，同様） 



志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

 

5
 

変  更  前 変  更  後 備 考 

（安全文化の醸成） 

第 ２ 条 の ３ 

社長は，原子力安全を最優先とした保安活動を確実に行うため，安全文化の醸成の方針を

定める。また，この方針を年１回以上評価し，必要により変更する。 

 

２ 原子力本部長は，安全文化を醸成するため，「原子力 法令遵守・安全文化醸成活動実施

要則」に基づき，次の事項を実施する。 

（１）前項の社長の方針に基づき，発電所長，原子力部長，土木部長，資材部長及び燃料部長

に各部所の安全文化を醸成するための活動計画を年度毎に策定させ，各部所の活動計画が

前項の社長の方針と整合がとられていることを確認する。 

（２）発電所長，原子力部長，土木部長，資材部長及び燃料部長に安全文化を醸成するための

活動を実施させ，各部所の活動の評価結果の報告を受ける。 

（３）原子力運営組織（以下，第３条（品質保証計画）で定める原子力運営組織をいう。）及

び調達組織（以下，第３条（品質保証計画）で定める調達組織をいう。）の活動の評価を

行う。 

（４）前号の評価結果を年１回以上社長に報告し，社長から指示を受ける。 

（５）発電所長，原子力部長，土木部長，資材部長及び燃料部長に，各部所の評価結果，（３）

の評価結果及び前号の社長の指示を（１）の活動計画に反映させる。 

 

３ 発電所長，原子力部長，土木部長，資材部長及び燃料部長は，前項（１）の活動計画を年

度毎に策定し，原子力本部長の確認を受ける。また，この活動計画に基づき活動を実施する

とともに，各部所の活動の評価を行い，評価結果を原子力本部長に報告する。さらに，各部

所の評価結果，前項（３）の評価結果及び前項（４）の社長の指示を前項（１）の活動計画

に反映する。 

（略） 

（安全文化の醸成） 

第 ２ 条 の ３ 

社長は，原子力安全を最優先とした保安活動を確実に行うため，安全文化の醸成の方針を

定める。また，この方針を年１回以上評価し，必要により変更する。 

 

２ 原子力本部長は，安全文化を醸成するため，「原子力 法令遵守・安全文化醸成活動実施

要則」に基づき，次の事項を実施する。 

（１）前項の社長の方針に基づき，発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料

部長に各部所の安全文化を醸成するための活動計画を年度毎に策定させ，各部所の活動計

画が前項の社長の方針と整合がとられていることを確認する。 

（２）発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料部長に安全文化を醸成するた

めの活動を実施させ，各部所の活動の評価結果の報告を受ける。 

（３）原子力運営組織（以下，第３条（品質保証計画）で定める原子力運営組織をいう。）及

び調達組織（以下，第３条（品質保証計画）で定める調達組織をいう。）の活動の評価を

行う。 

（４）前号の評価結果を年１回以上社長に報告し，社長から指示を受ける。 

（５）発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料部長に，各部所の評価結果，

（３）の評価結果及び前号の社長の指示を（１）の活動計画に反映させる。 

 

３ 発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料部長は，前項（１）の活動計画

を年度毎に策定し，原子力本部長の確認を受ける。また，この活動計画に基づき活動を実施

するとともに，各部所の活動の評価を行い，評価結果を原子力本部長に報告する。さらに，

各部所の評価結果，前項（３）の評価結果及び前項（４）の社長の指示を前項（１）の活動

計画に反映する。 

（略） 
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変  更  前 変  更  後 備 考 

（品質保証計画） 

第 ３ 条 

第２条（基本方針）に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のと

おり品質保証計画を定める。 

（略） 

3. 定義 

 

3.1 組織 

次に定める組織の定義は，本品質保証計画及びその他の全ての章において適用する。 

a) 保安に関する組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織全体をいう。 

b) 原子力運営組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織のうち，原子力本部及び土

木部（原子力関係）の組織，並びに発電用原子炉主任技術者，電気主任技術者及びボイラ

ー・タービン主任技術者をいう。 

c) 発電所組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織のうち，発電所の組織をいう。 

d) 調達組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織のうち，資材部（原子力関係）及

び燃料部（原子力関係）の組織をいう。 

e) 独立監査組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織のうち，品質管理部（原子力

監査室）の組織をいう。 

（略） 

（品質保証計画） 

第 ３ 条 

第２条（基本方針）に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のと

おり品質保証計画を定める。 

（略） 

3. 定義 

 

3.1 組織 

次に定める組織の定義は，本品質保証計画及びその他の全ての章において適用する。 

a) 保安に関する組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織全体をいう。 

b) 原子力運営組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織のうち，原子力本部及び土

木建築部（原子力関係）の組織，並びに発電用原子炉主任技術者，電気主任技術者及びボ

イラー・タービン主任技術者をいう。 

c) 発電所組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織のうち，発電所の組織をいう。 

d) 調達組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織のうち，資材部（原子力関係）及

び燃料部（原子力関係）の組織をいう。 

e) 独立監査組織：第４条（保安に関する組織）に定める組織のうち，品質管理部（原子力

監査室）の組織をいう。 

（略） 
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変  更  前 変  更  後 備 考 
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変  更  前 変  更  後 備 考 
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変  更  前 変  更  後 備 考 

5. 経営者の責任 

（略） 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

（略） 

5.5.4 内部コミュニケーション 

(1) 社長は，保安に関する組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立される

ことを確実にする。 

(2) 社長は，「原子力品質保証推進委員会」を設置し，品質マネジメントシステムの有効性に

関する審議及び情報交換を行う。 

(3) 発電所長は「原子力発電保安運営委員会」を，原子力部長及び土木部長は「品質保証運営

委員会」をそれぞれ設置し，適宜品質マネジメントシステムの有効性に関する審議及び情報

交換を行う。 

(4) 原子力運営組織は，社内規定に基づいて，内部コミュニケーションを行い，品質マネジメ

ントシステムの有効性に関しての情報交換を行う。 

（略） 

6. 資源の運用管理 

（略） 

6.2 人的資源 

 

6.2.1 一般 

社長は，管理責任者並びに発電所長，原子力部長，土木部長，資材部長及び燃料部長に，職

務を遂行する能力を有していることを判断の根拠として力量を有する者を当てる。原子力運営

組織及び調達組織は，原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員に，適切な教育，訓

練，技能及び経験を判断の根拠として力量を有する者を当てる。また，独立監査組織は，内部

監査（8.2.2参照）業務に従事する要員に，適切な教育，訓練，技能及び経験を判断の根拠と

して力量を有する者を当てる。 

（略） 

 

5. 経営者の責任 

（略） 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

（略） 

5.5.4 内部コミュニケーション 

(1) 社長は，保安に関する組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立される

ことを確実にする。 

(2) 社長は，「原子力品質保証推進委員会」を設置し，品質マネジメントシステムの有効性に

関する審議及び情報交換を行う。 

(3) 発電所長は「原子力発電保安運営委員会」を，原子力部長及び土木建築部長は「品質保証

運営委員会」をそれぞれ設置し，適宜品質マネジメントシステムの有効性に関する審議及び

情報交換を行う。 

(4) 原子力運営組織は，社内規定に基づいて，内部コミュニケーションを行い，品質マネジメ

ントシステムの有効性に関しての情報交換を行う。 

（略） 

6. 資源の運用管理 

（略） 

6.2 人的資源 

 

6.2.1 一般 

社長は，管理責任者並びに発電所長，原子力部長，土木建築部長，資材部長及び燃料部長に，

職務を遂行する能力を有していることを判断の根拠として力量を有する者を当てる。原子力運

営組織及び調達組織は，原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員に，適切な教育，

訓練，技能及び経験を判断の根拠として力量を有する者を当てる。また，独立監査組織は，内

部監査（8.2.2参照）業務に従事する要員に，適切な教育，訓練，技能及び経験を判断の根拠

として力量を有する者を当てる。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

 

1
0 

変  更  前 変  更  後 備 考 

（保安に関する組織） 

第 ４ 条 

  発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 

 図４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保安に関する組織） 

第 ４ 条 

  発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 

 図４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力発電 

保安運営委員会 

発電所長 

施設防護課長 

燃料炉心課長 

放射線安全課長 

機械保修課長 

発 電 課 長 当直長 

総 務 課 長 総務部長 

発電部長 

技術部長 

保修部長 

技 術 課 長 

土木建築課長 

保修計画課長 

安全･品質保証室長 

電気保修課長 

※１ → 

※２ → 

発電用原子炉主任技術者 

電気主任技術者 

ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

防災設備管理課長 

品質管理部長 

社 長 
土木部長 

※１ → 

燃料部長 

原子力発電保安委員会 

原子力部長 

管理責任者 原子力本部長 
(原子力本部長) 

原子力監査室長 

管理責任者 

(品質管理部長) 

資材部長 

※２ → 

原子力発電 

保安運営委員会 

発電所長 

施設防護課長 

燃料炉心課長 

放射線安全課長 

機械保修課長 

発 電 課 長 当直長 

総 務 課 長 総務部長 

発電部長 

技術部長 

保修部長 

※２ → 

技 術 課 長 

土木建築課長 

保修計画課長 

安全･品質保証室長 

電気保修課長 

※１ → 

※２ → 

発電用原子炉主任技術者 

電気主任技術者 

ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

防災設備管理課長 

品質管理部長 

社 長 
土木建築部長 

※１ → 

燃料部長 

原子力発電保安委員会 

原子力部長 

管理責任者 原子力本部長 
(原子力本部長) 

原子力監査室長 

管理責任者 

(品質管理部長) 

資材部長 

※２ → 



志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

 

1
1 

変  更  前 変  更  後 備 考 

（保安に関する職務） 

第 ５ 条 

 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，保安に関する組織から報告を求め必要な指示を行うとともに，品質マネジメン

トシステムの構築，実施，維持及び改善を通して，保安活動を統括する。また，関係法令

及び保安規定を遵守すること並びに安全文化の醸成が行われることを確実にする。 

（２）原子力本部長は，原子力部長及び発電所長（以下「所長」という。）に指示を行うとと

もに，原子力運営組織及び調達組織における品質保証活動の実施に係る管理責任者とし

て，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，原子力運営組織及び調達

組織における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに

安全文化を醸成するための活動を統括する。 

（３）原子力部長は，原子力部における発電所の保安に関する業務を統括する。 

（４）土木部長は，土木部における発電所の保安に関する業務を統括する。 

（５）資材部長は，資材の調達に関する業務を行う。 

（６）燃料部長は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（７）品質管理部長は，原子力運営組織及び調達組織から独立した監査に係る管理責任者とし

て，品質マネジメントシステムにおける監査業務を統括する。また，独立監査組織におけ

る関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに安全文化を

醸成するための活動を統括する。 

（８）原子力監査室長は，監査業務を行う。 

（９）その他保安に直接係わらない部門の長は，「組織規程」及び「職務権限規程」に基づき

所管業務を行う。 

（略） 

 

 

 

（保安に関する職務） 

第 ５ 条 

 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，保安に関する組織から報告を求め必要な指示を行うとともに，品質マネジメン

トシステムの構築，実施，維持及び改善を通して，保安活動を統括する。また，関係法令

及び保安規定を遵守すること並びに安全文化の醸成が行われることを確実にする。 

（２）原子力本部長は，原子力部長及び発電所長（以下「所長」という。）に指示を行うとと

もに，原子力運営組織及び調達組織における品質保証活動の実施に係る管理責任者とし

て，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，原子力運営組織及び調達

組織における関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに

安全文化を醸成するための活動を統括する。 

（３）原子力部長は，原子力部における発電所の保安に関する業務を統括する。 

（４）土木建築部長は，土木建築部における発電所の保安に関する業務を統括する。 

（５）資材部長は，資材の調達に関する業務を行う。 

（６）燃料部長は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（７）品質管理部長は，原子力運営組織及び調達組織から独立した監査に係る管理責任者とし

て，品質マネジメントシステムにおける監査業務を統括する。また，独立監査組織におけ

る関係法令及び保安規定を遵守することが確実に行われるための活動並びに安全文化を

醸成するための活動を統括する。 

（８）原子力監査室長は，監査業務を行う。 

（９）その他保安に直接係わらない部門の長は，「組織規程」及び「職務権限規程」に基づき

所管業務を行う。 

（略） 

 

 



志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

 

1
2 

変  更  前 変  更  後 備 考 

（記録） 

第１１９条 

  室長，各課長及び当直長は，表１１９－１，表１１９－３，表１１９－４及び表１１９－

５に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存する。ただし，表１１９－１の４．（２），

４．（３）及び４．（４）のうち，土木部長が所掌する業務の記録については，土木部長が

所属員に適正に作成させ，保存させる。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録

に関する事項を遵守する。 

（略） 

 

（記録） 

第１１９条 

  室長，各課長及び当直長は，表１１９－１，表１１９－３，表１１９－４及び表１１９－

５に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存する。ただし，表１１９－１の４．（２），

４．（３）及び４．（４）のうち，土木建築部長が所掌する業務の記録については，土木建

築部長が所属員に適正に作成させ，保存させる。なお，記録の作成にあたっては，法令に定

める記録に関する事項を遵守する。 

（略） 

 

 



志賀原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

 

1
3 

変  更  前 変  更  後 備 考 

 

 

 

附則（令和 年 月 日         号） 

（施行期日） 

第 １ 条 

  本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定める日から施行する。 

 

施行日の規定 

 


